
カードに使用する顔写真をその場で撮影

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）っ
て
何
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー（
個
人
番
号
）と
は
、
法
律（※

）に
基
づ
き
、
国
民
一
人
一
人
に
割

り
当
て
ら
れ
る
12
桁
の
番
号
の
こ
と
で
す
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
行
政
業
務
の
効
率
化
や
国
民
の
利
便
性
向
上
、
公
平
・
公
正

な
税
・
社
会
保
障
制
度
の
実
現
の
た
め
に
、
平
成
27
年
10
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

※

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

私
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
？

　
区
民
の
皆
さ
ん
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
は
、

平
成
27
年
10
月
以
降
に
住
民
票
に
記
載
さ
れ
た
住
所
に
郵
送
で
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
多
く
の
手
続
き
で
必
要
で
す

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
税
の
申
告
や
国
民
健
康
保
険
の
加
入
、
介
護
保
険
、
児
童
手
当
、

保
育
園
の
利
用
申
込
な
ど
多
く
の
手
続
き
で
必
要
と
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
っ
て
何
？

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
ご
本
人
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
と
顔
写
真
、
住
所
、
氏
名
、

生
年
月
日
、
性
別
等
が
記
載
さ
れ
た
プ
ラ

ス
チ
ッ
ク
製
の
カ
ー
ド
で
す
。

　こ
の
カ
ー
ド
は
区
役
所
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

担
当
の
窓
口
で
申
請
し
、
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
申
請
方
法
は
下
記
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

行
政
手
続
き
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
入
し
た
申
請
書
を
区
役
所
等
に
提
出
さ
れ
る
と
き
に
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
１
枚
で
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お

持
ち
で
な
い
場
合
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド
と
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許

証
等
）の
両
方
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
今
後
ま
す
ま
す
便
利
に
！

　
京
都
市
で
は
平
成
31
年
１
月
15
日
か
ら
、
住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
関
係
証
明
、
所

得
・
課
税
証
明
な
ど
の
各
種
証
明
書
の
コ
ン
ビ
ニ
交
付
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
が
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
な
い
と
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
は
義
務
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
区
役
所
を
は
じ
め
行

政
機
関
や
金
融
機
関
な
ど
様
々
な
場
面
で
手
続
き
を
ス
ム
ー
ズ
に
済
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
、
今
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
使
っ
た
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
も
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
き

ま
す
。
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

１マイナンバー通知カード
平成27年10月頃ご自宅に送付しています。

２本人確認書類

※マイナンバー通知カードを紛失等でお持ちでない場合は顔写真の
入った証明書１点（運転免許証等）とその他の証明書１点（健康保
険証等）を持参してください。

マイナンバー通知カードは紙
製の顔写真が付いていない
カードで、皆さんのマイナン
バーをお知らせするためのも
のです。

まず、必要な書類を準備区役所窓口で申請書を記入

ま
た
は

顔写真のあるもの１点
（運転免許証・パスポート等）

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

マイナンバー通知カード マイナンバーカード

顔写真のないもの２点
（国民健康保険証・年金手帳等）

カードの受取

※本人確認書類が不足している場合は郵送できません。

氏名・住所・
生年月日等の記入を
お願いします。

こ
れ
で
手
続
き
は

終
了
で
す
よ
。

写
真
ま
で
撮
っ
て
い
た
だ
け
て
、

手
続
き
が
と
て
も
簡
単
で
す
ね
。

発行は申請から１ヶ月程度かかります。
受取は、窓口か郵送※か選ぶことができますよ。

【申請・交付】区市民窓口課（☎606-1602）【コンビニ交付】市地域自治推進室（☎222-3085）
【制度、紛失・盗難】マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-95-0178）

問合せ

窓
口
だ
け
で
な
く
、

郵
送
・
パ
ソ
コ
ン
・

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
も

申
請
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
問
合
せ
先
ま
で
。

ご注意！
「マイナンバー通知カード」と
「マイナンバーカード」
は違うものです

思
っ
て
い
た
よ
り
簡
単
！

　
　
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

もてなすくん
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